
ワーク・ライフ・バランスWork life balance

0504

　社員に対する企業の子育て支援の促進を目的とした「次世代育成支援対策

推進法」の施行や、政労使からなるワーク・ライフ・バランス推進官民トップ

会議が「仕事と生活の調和憲章」に合意したことなどから、ワーク・ライフ・バ

ランス(ＷＬＢ)という言葉やその必要性に関する社会的な認識は高まりつつ

あります。しかし、企業によるＷＬＢ支援に関しては、既婚女性の子育て支援

策や福利厚生施策と考えられたり、育児休業など両立支援制度を充実したり

することで実現できるものと考えられるなど、誤解も少なくありません。

　企業によるＷＬＢ支援は、働く人々のライフスタイルや価値観の変化に対

応する視点から見ると、人材マネジメントにおいて不可欠な取り組みである

と同時に、男女や未既婚などに関係なく、すべての社員の仕事や仕事以外の

生活を充実したものとするためにきわめて重要となります。また、企業によ

るＷＬＢ支援を有効なものとするためには、育児休業制度などの両立支援制

度を導入することだけでなく、働き方を規定する職場における仕事管理・時

間管理の改革が不可欠です。

　具体的には、いつでも必要な時に残業ができるような社員像（仕事に投入

できる「時間に制約のない」ワーク・ワーク社員）を前提とした仕事管理・時間

管理を解消し、仕事以外にも取り組みたいことや取り組む必要がある社員像

（仕事に投入できる「時間に制約のある」ワーク・ライフ社員）を前提としたも

のへと転換することが必要となるでしょう。

　ワーク・ライフ社員を前提とした仕事管理・時間管理へと変革するために

は、管理職を含めたすべての社員一人ひとりが高い「時間意識」を持ち、メリ

ハリのある働き方をめざすことが求められます。つまり、仕事管理・時間管理

の改革の成否を左右する鍵が、職場の管理職の職場マネジメントにあるとい

えるのです。
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